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◇ マレーシア国内居住者間での外貨建の支払い 

マレーシア中央銀行は、2016年後半の急激なリンギット安を背景に、2016年 12月 2 日に為替管理規制の

変更を発表。これに伴い、マレーシア国内における商品及びサービスの取引は、リンギットで決済されなけ

ればならなくなったが、2021年 4 月 15日付の新たな外国為替規制により、輸出事業者は、*グローバルサ

プライチェーンに関与する国内事業者に対する支払いに関しては、外貨で行うことが可能となった。 

 

 

◇ 輸出代金の為替管理規制 

2016 年 12 月の為替管理規制により、物品の輸出取引で稼得した外貨の 75％以上をリンギットへ両替する

ことを義務付けていた。 

2021 年 4 月 15 日付の新たな外国為替規則により、輸出収益の 75％の外貨のリンギットへの強制両替のル

ールは廃止され、100％外貨のまま保有する事が可能となった。 

 

まとめ 現在の規制内容 2021 年 4 月 15 日（規制緩和以前） 

国内居住者間での 

外貨建の支払い 

輸出事業者は、*グローバルサプライチェー

ンに関与する国内事業者に対する支払いに

関しては、外貨で行うことが可能 

国内取引（モノ・サービス）をすべてリンギッ

トで行う必要があり、輸出業者が外貨を使用す

ることは出来ない 

輸出代金の 

為替管理規制 

マレーシア国内の輸出事業者は、輸出収益の

100％を外貨のまま保有することが可能 

外貨建ての輸出代金の 75％以上をリンギット

に両替することを義務付ける 

 

※但し、支払いは、貿易取引用の Trade Foreign Currency Account または一定の外貨建て借入から行う必

要があり、リンギットを両替して得た外貨を用いることはできない。 

 

*グローバルサプライチェーンとは、輸出事業者による物品・サービスの生産や輸出をサポートするため

に、国内事業者が物品やサービスを輸入する事業活動を指し、当該国内事業者と輸出事業者の間に国内の

別の事業者が介在する場合も含む。 

 


